
大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策（令和４年４ 

月２６日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議）の趣旨を踏まえ、市内の介護・

福祉事業者に対して、臨時的な措置として実施する大田原市介護・福祉事業者等事業継

続支援金（以下「支援金」という。）の交付に関し、大田原市補助金等の交付に関する

規則（昭和５１年規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（交付対象事業等） 

第２条  支援金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業等」という。）は、次に掲 

げるもののうち、別表第１及び別表第２に定める事業とする。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項に規定する指定居宅サービ

ス事業、同法第７８条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業、同法第７

９条第１項に規定する指定居宅介護支援事業、同法第８６条第１項に規定する指定介

護老人福祉施設、同法第９４条第１項に規定する介護老人保健施設、同法第１０７条

第１項に規定する介護医療院、同法第１１５条の２第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業、同法第１１５条の１２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ

ス事業及び同法第１１５条の４５第１項第１号に規定する介護予防・日常生活支援総

合事業 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第３６条に規定する指定障害サービス事業、同法第３８条に規定する指定

障害者支援施設、同法第５１条の１９に規定する指定一般相談支援事業、同法第５１

条の２０に規定する指定特定相談支援事業及び同法第７７条に規定する地域生活支援

事業の受託事業 

⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５に規定する指定障害

児通所支援事業、同法第２４条の９に規定する指定障害児入所施設事業及び同法第２

４条の２８に規定する指定障害児相談支援事業 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業 

（交付対象者） 

第３条  支援金の交付の対象となる者は、令和４年９月１日時点において、第２条各号に

掲げる交付対象事業等を実施し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。た

だし、市長が適当でないと認める場合は、この限りでない。 

⑴ 市内の事業所で交付対象事業等を行い、今後も事業を継続する意思を有している者 

⑵  市税等（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されている者を

除く。）を滞納していない者 

（支援金の額等） 



第４条  支援金の額は、別表第１及び別表第２に規定する額とし、予算の範囲内で交付す

る。     

２  支援金の交付は、１交付対象事業等につき１回限りとする。 

（対象経費） 

第５条  支援金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。  

 ⑴ 光熱水費 

 ⑵ 燃料費 

 ⑶ 賄材料費 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費 

（交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大田原市介護 

・福祉事業者等事業継続支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 支援金の交付申請の受付期間は、市長が別に定める。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否

を決定したときは、大田原市介護・福祉事業者等事業継続支援金交付（不交付）決定通

知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとす 

る。 

 （実績報告） 

第８条 支援金の交付を受けた者は、令和５年３月３１日までに、大田原市介護・福祉事

業者等事業継続支援金事業実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、第７条の規定により支援金の交付決定を受けた者が規則第１３条第１項

各号に該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。この場合において、 

既に交付した支援金があるときは、規則第１４条の規定により返還を命じなければなら

ない。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 支援金の交付決定を受けた者は、支援金の交付を受ける権利を譲り渡し、又は 

担保に供してはならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に 

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和４年９月１日から適用する。 



（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された支援金については、第９条の規定は、同日後もなおその効力を有する。 

別表第１（第２条及び第４条関係） 

介護 

区分 
交付対象事業等 支援金の額 

１ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援及

び福祉用具貸与 

※介護予防サービスを含むとともに、「訪問介護」に

は介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型

サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、介護

予防サービス及び訪問型サービスのみを提供している

場合は、当該事業を交付対象とする。 

※この項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の

事業所（同一の空間において当該複数のサービスに係

る事務を行っている事業所。事業所番号が同一でない

ものを含む。）で行っている場合には、同一のサービ

スを提供している事業所とみなす。 

１事業所当たり５０，

０００円 

２ 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介

護及び通所リハビリテーション 

※介護予防サービスを含み、「通所介護」には介護予

防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス 

」の指定を受けた者を含む。ただし、介護予防サービ

ス及び通所型サービスのみを提供している場合は、当

該事業を交付対象とする。 

※この項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の

事業所（同一の空間において当該複数のサービスに係

る事務を行っている事業所。事業所番号が同一でない

ものを含む。）で行っている場合は、同一のサービス

を提供している事業所とみなし、定員数は当該事業定

員数の合計とする。 

ア 定員１８人以下

の事業所にあっては

１事業所当たり１０

０，０００円 

イ 定員１９人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり１５

０，０００円 

３ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対

応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養

介護及び小規模多機能型居宅介護 

※介護老人福祉施設（地域密着型含む。）併設の短期 

ア 定員３０人以下

の事業所にあっては

１事業所当たり３０

０，０００円 

イ 定員３１人以上 



別表第２（第２条及び第４条関係） 

障害 

区分 
交付対象事業等 支援金の額 

１ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、計画

相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援

助、障害児相談支援、地域活動支援センター、日中一

時支援、移動支援及び訪問入浴 

※別表第１介護区分１に掲げるサービス及びこの項に

掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所（同

一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行

っている事業所。事業者番号が同一でないものを含む 

。）で行っている場合は、同一のサービスを提供して

いる事業所とみなす。 

１事業所当たり５０ 

，０００円 

２ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス 

及び保育所等訪問支援 

※別表第１介護区分２に掲げるサービス及びこの項に

掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所（同

一の空間において当該複数のサービスに係る事務を行

っている事業所。事業所番号が同一でないものを含む 

。）で行っている場合には、同一のサービスを提供し

ている事業所とみなし、定員数は当該事業定員数の合

計とする。 

ア 定員１８人以下

の事業所にあっては

１事業所当たり１０

０，０００円 

イ 定員１９人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり１５

０，０００円 

３ 施設入所支援、共同生活援助及び短期入所 

※施設入所支援及び共同生活援助と同一の事業所で行 

われる短期入所の定員数は、当該施設定員数に含める。 

ア 定員９人以下の

事業所にあっては１

事業所当たり１００ 

，０００円 

イ 定員１０人以上 

の事業所にあっては 

 入所生活介護の定員数及び介護老人保健施設併設の短

期入所療養介護の定員数は、それぞれの当該施設定員

数に含める。 

の事業所にあっては

１事業所当たり５０

０，０００円 

ウ 定員５１人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり７０

０，０００円 



  １事業所当たり２０

０，０００円 

ウ 定員２０人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり３０

０，０００円 

エ 定員３１人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり５０

０，０００円 

オ 定員５１人以上

の事業所にあっては

１事業所当たり７０

０，０００円 

 


